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三次市移住コーディネーター募集要項  

 
【募集内容】 

現在三次市内へ居住する方で、自らの経験に基づき、三次市への移住を考えている方や移

住したい方、移住した方それぞれの暮らしを支援していただける、積極的な活動のできる人

材を募集します。 

 

  応募資格 

（１） 20 歳以上の方。（性別及び学歴不問） 

（２） 心身ともに健康で、積極的に活動できる方。 

（３） 令和 8 年 6 月 1 日時点で３年以上市内に居住している方で、市の生活環境、文化、多文

化共生などを積極的に理解する意欲があり、主体的に活動に取り組むことができる方。 

（４） 移住者などに対し、情報提供、相談対応などの支援を行う意欲のある方。 

（５） 移住者などを受け入れる地域及び集落などに積極的に関わり、地域住民との良好な関係

を構築する意欲のある方。 

（６） ワード、エクセルなどの一般的なパソコン操作ができ、SNS などを使って情報発信でき

る方。 

（７） 普通自動車運転免許を有し、実際に運転できる方。（AT 限定可） 

 

  募集概要 

 

募 集 人 員 1 名 

活 動 場 所 三次市内 

活 動 内 容 

（１） 市への移住に関する相談対応。 

（２） 市への移住者後のサポートに関する活動。 

（３） 空き家情報バンク制度に関する活動。 

（４） 市の移住・定住の情報収集及び移住に関する情報発信。 

（５） 移住体験イベント及び交流イベントの企画立案、移住相談会への

出展。 

（６） 市の移住促進施策の支援。 

（７） 集落支援員や地域おこし協力隊、関係団体との連携・協力。 

（８） 活動で得られた情報の市への提供。 

（９） その他市⾧が必要と認める活動。 など 
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  雇用形態・期間 

 

雇 用 関 係 なし 

報 償 費  
月額 25 万円以内 

※活動時間数により、金額は変動します。 

活 動 時 間 
月 62 時間以上 160 時間以内 

※活動時間については応相談。 

勤 務 時 間 原則月曜日～金曜日 8 時 30 分～17 時 15 分（昼休憩 60 分） 

委 嘱 期 間 

令和 8 年６月１日から令和９年３月３１日 

※次年度以降の委嘱については、活動状況等を検討し更新することがで 

きます。 

※移住コーディネーターとしてふさわしくないと判断した場合は、委嘱 

期間中であっても取り消すことができるものとします。 

そ の 他 
国民健康保険及び国民年金保険に加入していただきます。 

（各保険料は全額自己負担） 

 

  応募手続き 

（１）募集期間 

    令和８年５月 13 日（水）～令和８年５月 20 日（水）必着 

（２）提出書類 

① 三次市移住コーディネーター応募申込書 

② レポート（書式は任意）※1,200 字以内 

     内容 「応募した動機、行いたい活動、活かしたい能力、目標」 など 

※応募書類は返却いたしません。 

また、提出された個人情報については、 

本公募のみに使用し、その他の用途には使用しません。 

     ③ 住民票 

（３）送付先 〒728－8501 広島県三次市十日市中二丁目 8 番 1 号 

三次市役所 まちづくり交通課「移住コーディネーター」担当 宛 

 

  選考方法 

（１）第１次選考 

         書類審査により第１次選考を行います。 

（２）第２次選考 

      第１次選考合格者を対象に、三次市において面接試験を実施します。日時、場所につ 

いては、第１次選考結果通知により対象の方へお知らせします。（5 月下旬頃に実施予定） 

※ 第２次選考会場までの交通費は、応募者の負担となります。 

  （３）最終選考結果 

     第２次選考終了後、文書で個別に通知します。（5 月下旬頃を予定） 
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  問い合わせ先 

三次市役所 地域共創部 まちづくり交通課 移住定住推進係 

TEL：0824-62-6129 FAX：0824-62-6235 

E-mail：machi@city.miyoshi.hiroshima.jp 


